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■生活利便施設が集積する区域

生活利便施設の集積性が高い区域は、｢生活利便施設の集積値の算出方法｣により算出した集積値が市内で平均値(１３)以上の区域で、以下のようになります。 

検討例 

▲ 生活利便施設の集積性が高い区域 

「生活利便施設の集積値の算出方法」 

■生活利便施設の定義 

・身近な商業施設（スーパー・コンビニ） 

・身近な医療機関（病床数 200 未満） 

・教育施設（小学校、中学校） 

・子育て支援施設（幼稚園、保育園） 

・交通弱者支援施設（老人系福祉施設、障がい者福祉施設） 

身近な商業施設 A 

（半径 500m） 

身近な医療機関 B 

（半径 500m） 

100m メッシュ① 

■生活利便施設の集積値 

 の算出方法 

 （100m メッシュ①の例） 

集積値= 

身近な商業施設 Aの重複割合+ 

身近な医療機関 Bの重複割合 

=0.7 

(平均値１３) 
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■将来人口密度60人/ha以上の区域

将来人口密度60人/ha以上（ネット）の区域は、以下のようになります。 

▲ 将来人口密度が高い区域 

検討例 
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■居住インフラ水準の高い区域 

居住インフラ水準の高い区域は、「基盤整備水準が高く（市内で道路総延長に占める幅員６ｍ以上道路の比率が平均値以上）、生活利便施設が集積していて（市内で、集積値が平均値以上（Ｐ27に算出方法））、かつ、

将来人口密度が６０人／ha（ネット）以上の区域」、「土地区画整理事業実施区域（Ｈ17以降に完了／予定）」で、以下のようになります。 

▲ 居住インフラ水準の高い区域

検討例 
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４）ハザード区域等 

■住宅の建築が制限されている区域 

住宅の建築が制限されている区域は、以下のようになります。 

▲ 住宅の建築が制限されている区域

検討例 


